
 庁議付議事案書  

                             開催・令和 ７年 ３月２６日 

 所管部課  教育部 教育総務課  部長 田口 茂夫  

件 名 
東大和市立第七小学校・第九小学校統合新校建設プロジェクト設計・施工一括発注優先交渉権者選定委員会 

設置要綱の一部を改正する要綱について 区分  １審議事項 ○ ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 

 

 部課 

 機関 

政策経営部、総務部、市民環境部、まちづくり部 

１．要 旨 

  令和７年４月１日付け組織改正に伴い、標記の選定委員会における構成員について、 

職名を改正するものである。 

 

（１）主な改正内容 

本要綱第３条第１項中「総務部長」を「行政管理部長」に、「市民環境部長」を「市民 

生活部長」に、「教育部参事」を「教育指導担当部長」に改める。 

    

（２）施行日 

令和７年４月１日 

   

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

  

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議終了後、速やかに本要綱の改正事務を進める。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


